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       参考資料 

 
 

１ 関係法令 

（１）男女共同参画社会基本法  

公布：平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号 

施行：平成 11 年 6 月 23 日 

改正：平成 11 年 7 月 16 日法律第 102 号 

施行：平成 13 年 1 月 6 日 

改正：平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号 

施行：平成 13 年 1 月 6 日前文 

 
目次 

前文 

第一章  総則（第一条－第十二条） 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的施策（第十三条－第二十条） 

第三章 男女共同参画会議（第二十一条－第二十

八条） 

附則 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する 重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共

同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対

等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、

社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること

をいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機

会を積極的に提供することをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 



 
72 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人と

しての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人とし

て能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われ

なければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社

会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動

の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因とな

るおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対

して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ

うに配慮されなければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならな

い。 

 

（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調

の下に行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域

の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

 

（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の

社会のあらゆる分野において、基本理念にのっと

り、男女共同参画社会の形成に寄与するように努

めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らか

にした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策 

 

（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 
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４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に

講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域に

おける男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画（以下「市町村男女

共同参画計画」という。）を定めるように努めな

ければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社

会の形成に配慮しなければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策について

の苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を

阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じ

なければならない。 

 

（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的

協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う

活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議 

 

（設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三

項に規定する事項を処理すること。 

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は

関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の

形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政

策及び重要事項を調査審議すること。 

 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び

関係各大臣に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政

府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす

影響を調査し、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ
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ること。 

 

（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内を

もって組織する。 

 

（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 

 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する

者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十

分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二

年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることが

できる。 

 

（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するため

に必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料

の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することがで

きる。 

 

（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組

織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 

附 則（平成十一年六月二十三日法律第七十八号） 

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律

第七号）は、廃止する。 

 

附 則（平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 一 略 

 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三

項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の

規定 公布の日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次

に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員

その他の職員である者（任期の定めのない者を除

く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の

任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、

その日に満了する。 

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

 

附 則（平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 

抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

（以下略） 
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（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律  

平成 27 年９月４日法律第 64 号 

終改正 令和元年６月５日同第 24 号 

 
目次 

第一章 総則（第一条—第四条） 

第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

第二節 一般事業主行動計画等（第八条—第十

八条） 

第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表

（第二十条・第二十一条） 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置（第二十二条—第二十九条） 

第五章 雑則（第三十条—第三十三条） 

第六章 罰則（第三十四条—第三十九条） 

附則 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍

すること（以下「女性の職業生活における活躍」

という。）が一層重要となっていることに鑑み、

男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十

八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明ら

かにするとともに、基本方針及び事業主の行動計

画の策定、女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置等について定めることにより、

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的

に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、

急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化そ

の他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで

活力ある社会を実現することを目的とする。 

 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活における活躍に係る男女間の格差の実情

を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、

又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、

昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活

に関する機会の積極的な提供及びその活用を通

じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映

した職場における慣行が女性の職業生活におけ

る活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性

と能力が十分に発揮できるようにすることを旨

として、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ

の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退

職することが多いことその他の家庭生活に関する

事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構

成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と

社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能とな

ることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留

意されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性

の職業生活における活躍の推進についての基本

原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」

という。）にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこ

れを実施しなければならない。 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労

働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇

用環境の整備その他の女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努

めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女

性の職業生活における活躍の推進に関する施策

に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 
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（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活に

おける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用

する。 

 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策についての計画（以下こ

の条において「都道府県推進計画」という。）を定

めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め

られているときは、基本方針及び都道府県推進計

画）を勘案して、当該市町村の区域内における女

性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

ついての計画（次項において「市町村推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は

市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

 

第一節 事業主行動計画策定指針 

 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主が女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組を総合的かつ効果的に実施すること

ができるよう、基本方針に即して、次条第一項に

規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項

に規定する特定事業主行動計画（次項において「事

業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針

（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を定

めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げ

る事項につき、事業主行動計画の指針となるべき

ものを定めるものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

第二節 一般事業主行動計画等 

 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労働

者の数が三百人を超えるものは、事業主行動計画

策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事

業主が実施する女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する計画をいう。以下同じ。）

を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚

生労働大臣に届け出なければならない。これを変

更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の内容及びその実施

時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年
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数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労

働者に占める女性労働者の割合その他のその事業

における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならな

い。この場合において、前項第二号の目標につい

ては、採用する労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時

間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなけれ

ばならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを公表しなければ

ならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう

努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が三百人以下のものは、事業主行動計画策定指針

に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働

省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け

出るよう努めなければならない。これを変更した

ときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が

一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとす

る場合について、第四項から第六項までの規定は

前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計

画を定め、又は変更した場合について、それぞれ

準用する。 

 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の

規定による届出をした一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該

事業主について、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況

が優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行う

ことができる。 

 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認

定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供

の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に

用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令

で定めるもの（次項及び第十四条第一項において

「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める表

示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を

付してはならない。 

 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第九条の認定

を取り消すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと

認めるとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し

たとき。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 

 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該事業主について、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の

策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実

施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標

を達成したこと、雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十

七年法律第百十三号）第十三条の二に規定する業

務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業

務を担当する者を選任していること、当該女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施の状況が特に優良なものであることその他の

厚生労働省令で定める基準に適合するものであ

る旨の認定を行うことができる。 

 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「特例認定一般事業主」という。）については、

第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の

状況を公表しなければならない。 



 
78 

 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労

働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準

用する。 

 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条

の認定を取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消

すとき。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなった

と認めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は

虚偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法

律に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたと

き。 

 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中

小事業主（一般事業主であって、常時雇用する労

働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項

及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業

主団体をして女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施に関し必要な労働者の募

集を行わせようとする場合において、当該承認中

小事業主団体が当該募集に従事しようとすると

きは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一

号）第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該

構成員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連

合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一

般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成

員とするもの（厚生労働省令で定める要件に該当

するものに限る。）のうち、その構成員である中

小事業主に対して女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を実施するための人材確保

に関する相談及び援助を行うものであって、その

申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び

援助を適切に行うための厚生労働省令で定める

基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に

規定する基準に適合しなくなったと認めるとき

は、同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域

その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働

省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なけ

ればならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の

規定による届出があった場合について、同法第五

条の三第一項及び第四項、第五条の四、第三十九

条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四

十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条

の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一

条の規定は前項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者について、同法第四十条の規

定は同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、同法

第五十条第三項及び第四項の規定はこの項にお

いて準用する同条第二項に規定する職権を行う

場合について、それぞれ準用する。この場合にお

いて、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を

行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律第十六条第四項

の規定による届出をして労働者の募集に従事し

ようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」

とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条

の三の規定の適用については、同法第三十六条第

二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者を

して労働者の募集に従事させようとする者がそ

の被用者以外の者に与えようとする」と、同法第

四十二条の三中「第三十九条に規定する募集受託

者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）

第十六条第四項の規定による届出をして労働者

の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について報告

を求めることができる。 

 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する承認中

小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関す

る調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づ

き当該募集の内容又は方法について指導するこ

とにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図
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るものとする。 

 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規

定により一般事業主行動計画を策定しようとす

る一般事業主又はこれらの規定による届出をし

た一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策

定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主

行動計画に基づく措置が円滑に実施されるよう

に相談その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

第三節 特定事業主行動計画 

 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長

又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特

定事業主」という。）は、政令で定めるところに

より、事業主行動計画策定指針に即して、特定事

業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関する

計画をいう。以下この条において同じ。）を定め

なければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更しようとするときは、内閣府令で定めると

ころにより、採用した職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

その他のその事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する状況を把握し、女性の

職業生活における活躍を推進するために改善す

べき事情について分析した上で、その結果を勘案

して、これを定めなければならない。この場合に

おいて、前項第二号の目標については、採用する

職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年

数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位に

ある職員に占める女性職員の割合その他の数値

を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知

させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業

主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表し

なければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取

組を実施するとともに、特定事業主行動計画に定

められた目標を達成するよう努めなければなら

ない。 

 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を

営み、又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事業における女性の職業生活における

活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表し

なければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者

に対する職業生活に関する機会の提供に関する

実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活と

の両立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事業における女性の職業生活における活躍

に関する前項各号に掲げる情報の少なくともい

ずれか一方を定期的に公表するよう努めなけれ

ばならない。 

 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、職業生活を営み、又は営もうとする女

性の職業選択に資するよう、その事務及び事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する次

に掲げる情報を定期的に公表しなければならな

い。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対す

る職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との

両立に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置 
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（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、

創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族そ

の他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介

その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事

務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合する

者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者

又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する地方公共団体の施策を支援するため

に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう

努めるものとする。 

 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発

金融公庫その他の特別の法律によって設立され

た法人であって政令で定めるものをいう。）の役

務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留

意しつつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主

その他の女性の職業生活における活躍に関する

状況又は女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次

項において「認定一般事業主等」という。）の受

注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施

策を実施するように努めるものとする。 

 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生

活における活躍の推進について、国民の関心と理

解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要

な啓発活動を行うものとする。 

 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に資するよう、国内外における

女性の職業生活における活躍の状況及び当該取

組に関する情報の収集、整理及び提供を行うもの

とする。 

 

（協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において女

性の職業生活における活躍の推進に関する事務

及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下

この条において「関係機関」という。）は、第二

十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び

同条第二項の規定により地方公共団体が講ずる

措置に係る事例その他の女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を活用することによ

り、当該区域において女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に実施

されるようにするため、関係機関により構成され

る協議会（以下「協議会」という。）を組織する

ことができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団

体の区域内において第二十二条第三項の規定に

よる事務の委託がされている場合には、当該委託

を受けた者を協議会の構成員として加えるもの

とする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下

この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等

の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応

じた女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議

会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、

協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らして
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はならない。 

 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

 

第五章 雑則 

 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し

必要があると認めるときは、第八条第一項に規定

する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例

認定一般事業主である同条第七項に規定する一般

事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若

しくは勧告をすることができる。 

 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規

定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした

第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条

第二項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認

定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である

第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条

の規定による勧告をした場合において、当該勧告

を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨

を公表することができる。 

 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、

第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定す

る厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その一部を都道府県労働局長に委

任することができる。 

 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法

律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職

業安定法第四十一条第二項の規定による業務の

停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した

者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処

する。 

 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏

らした者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした

者 

 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す

る。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、

労働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十七条第二項の規定による指示に従わなか

った者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第三十九条又は第四十条の規定に違反した者 

 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、

三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十条第二項の規定による立入り若しくは検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対

して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法

第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の

代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前

条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科

する。 

 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又

は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に

処する。 

 

附 則 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ



 
82 

し、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八

条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規

定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月

一日から施行する。 

 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限

り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事

務に従事していた者の当該事務に関して知り得

た秘密については、同条第四項の規定（同項に係

る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に

関して知り得た秘密については、第二十八条の規

定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定

にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の

適用については、この法律は、第一項の規定にか

かわらず、同項に規定する日後も、なおその効力

を有する。 

 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するも

ののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した

場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

 

附 則  

（平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を

加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公

布の日 

二・三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十

八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第

二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の

二第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規

定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改め

る部分に限る。）、第四条の規定並びに第七条中育

児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並び

に第六十四条の改正規定並びに附則第五条から

第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国

家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十

二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十

四条第二項及び第十七条の規定、附則第十八条

（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十

九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三

項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九

項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設

労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一

年法律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第

八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十

五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条

の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第

一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二

条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二

条の規定並びに附則第三十三条（次号に掲げる規

定を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる

規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 

 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 

附 則  

（令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を

超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働

者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六

条の規定 公布の日 
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二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を

超えない範囲内において政令で定める日 

 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。 

 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した

場合において、この法律による改正後の規定の施

行の状況について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 
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（３）静岡県男女共同参画推進条例  

公布：平成 13 年 7 月 24 日 

 
目次 

前文 

第１章 総則（第１条—第５条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する総合的対

策（第６条—第１３条） 

第３章 静岡県男女共同参画会議（第１４条—第

１６条） 

附則 

 

男女の人権が性別にかかわりなく尊重され、かつ、

少子高齢化の進行、情報化や国際化の進展など社会

経済情勢の変化に対応できる真に豊かで活力ある社

会に向けて、男女共同参画社会の実現は、２１世紀

の 重要課題であるとともに、私たちすべての願い

である。 

静岡県では、県民の協力を得て男女共同参画の推

進に関する様々な施策を実施してきたが、職場、学

校、地域、家庭など社会のあらゆる分野において、

根強く残る性別による固定的な役割分担意識とそれ

に基づく社会慣行の是正や政策及び方針の決定過程

への女性の参画促進などの取組をより一層進めてい

く必要がある。 

このため、私たちは、互いにその個人としての尊

厳を重んじ、男女が社会の対等な構成員として、自

らの意思により社会のあらゆる分野における活動に

参画し、共に責任を分かち合う男女共同参画社会の

実現に向けて、県、市町及び県民の連携、協働の下

に、その取組を力強く推進することを決意して、こ

の条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会基本法（平

成１１年法律第７８号）に規定する基本理念にの

っとり、男女共同参画の推進に関し、県及び県民

の責務を明らかにするとともに、県の基本的施策

を定め、これを総合的かつ計画的に推進し、もっ

て男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において「男女共同参画」とは、

男女が、性別にかかわりなくその個性と能力を十

分に発揮する機会が確保されることにより、社会

の対等な構成員として自らの意思により職場、学

校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画し、共に責任を担うことをいう。 

２ この条例において「積極的格差改善措置」とは、

前項に規定する機会に係る男女間の格差を改善す

るため必要な範囲内において、男女のいずれか一

方に対し、当該機会を積極的に提供することをい

う。 

 

（県の責務） 

第３条 県は、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的格差改善措置を含む。以下同じ。）を総合的

に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、市町が実施する男女共同参画の推進に関

する施策及び県民が行う男女共同参画の推進に関

する活動を支援するため、情報の提供、助言その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 県は、第１項に規定する施策を総合的に策定し、

及び実施するために必要な体制を整備するととも

に、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

（一部改正〔平成１９年条例４２号〕） 

 

（県民の責務） 

第４条 県民は、性別による差別的取扱いをしない

こと、男女の固定的な役割分担意識に基づく制度

及び慣行を見直すことその他の取組により男女共

同参画を推進するとともに、県が実施する男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めな

ければならない。 

２ 県民は、男女間の暴力及びセクシュアル・ハラ

スメント（性的な言動により相手方を不快にさせ

その者の生活環境を害すること又は性的な言動に

対する相手方の対応によりその者に不利益を与え

ることをいう。以下同じ。）を根絶するよう努め

なければならない。 

３ 県民は、情報を公表するに当たっては、性別に

よる差別、男女間の暴力及びセクシュアル・ハラ

スメントを助長する表現を用いないことを旨とし

なければならない。 

 

（民間の団体の責務） 

第５条 民間の団体（事業者を含む。以下同じ。）

は、前条に規定するもののほか、次に掲げる事項

を行うよう努めなければならない。 
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（１） 当該団体における方針の決定過程に男女

が共同して参画する機会を確保すること（積極

的格差改善措置を含む。）。 

（２） 当該団体を構成する男女が、当該団体に

おける活動と家庭生活その他の分野における

活動とを両立して行うことができるよう配慮

すること。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する総合的対策 

 

（基本的施策） 

第６条 県は、男女共同参画を推進するため、次に

掲げる基本的施策を実施するものとする。 

（１） 男女の固定的な役割分担意識に基づく制

度及び慣行の見直し並びに男女が共に社会に

参画するための意識の改革を進めること。 

（２） 男女の人権の尊重及び男女平等の推進に

関する学校教育その他の教育を充実すること。 

（３） 県及び市町における政策の決定過程並び

に民間の団体における方針の決定過程への女

性の参画の拡大を促進すること。 

（４） 家族を構成する男女が、互いに協力し、

子の養育、家族の介護等について家族の一員と

しての役割を円滑に果たすことができるよう、

社会環境の整備を進めること。 

（５） 職場における男女の均等な機会及び待遇

の確保、男女の職業生活と家庭生活その他の生

活との両立の支援並びに多様な働き方が可能

となる就業環境の整備を進めること。 

（６） 男女が、共に国際社会及び地域社会の一

員として、様々な活動に参画することができる

よう支援すること。 

（７） 男女間の暴力及びセクシュアル・ハラス

メントを根絶するよう積極的な対応を図るこ

と。 

（８） 産む性としての女性が、自ら健康の保持

及び増進を図ることができるよう支援するこ

と。 

（９） その他男女共同参画を推進するために必

要な施策（一部改正〔平成１９年条例４２号〕） 

 

（基本計画の策定） 

第７条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策

を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参

画基本計画（以下「基本計画」という。）を策定

するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

（１） 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画の推進に関する施策の大綱 

（２） 男女共同参画の推進に関する施策を計画

的に実施するために必要な目標数値 

（３） 前２号に掲げるもののほか、男女共同参

画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、あ

らかじめ広く県民の意見を聴くとともに、静岡県

男女共同参画会議に意見を求めるものとする。 

４ 知事は、基本計画を策定したときは、これを公

表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用

する。 

 

（年次報告） 

第８条 知事は、毎年、男女共同参画の状況及び男

女共同参画の推進に関する施策の実施状況につい

て報告書を作成し、これを公表するものとする。 

 

（広報活動） 

第９条 知事は、男女共同参画に関する県民の理解

を深めるために必要な広報活動を行うものとする。 

 

（男女共同参画の日） 

第１０条 県は、県民の間に広く男女共同参画につ

いての関心と理解を深めるとともに、積極的に男

女共同参画の推進に関する活動を行う意欲を高め

るため、男女共同参画の日を設ける。 

２ 男女共同参画の日は、７月３０日とする。 

３ 知事は、男女共同参画の推進に関する取組を積

極的に行っているものの顕彰その他の男女共同参

画の日の趣旨にふさわしい事業を実施するものと

する。 

 

（苦情又は相談の申出の処理） 

第１１条 知事は、県が実施する男女共同参画の推

進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策又は性別による差別

的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害する要

因による人権の侵害に関する県民からの苦情又は

相談の申出に対して、関係機関と協力して適切な

処理を行うものとする。 

２ 知事は、前項の申出を処理する職員を置くもの

とする。 

 

（民間の団体の協力） 

第１２条 知事は、男女共同参画の推進に関し必要
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があると認めるときは、民間の団体に対し、男女

共同参画に関する取組状況について資料の提出そ

の他の協力を求めることができる。 

 

（調査研究） 

第１３条 知事は、男女共同参画の推進に関する施

策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究

を行うものとする。 

 

第３章 静岡県男女共同参画会議 

 

（設置及び所掌事務） 

第１４条 県に、静岡県男女共同参画会議（以下「参

画会議」という。）を置く。 

２ 参画会議は、次に掲げる事務を行う。 

（１） 基本計画に関し、第７条第３項に規定す

る意見を述べること。 

（２） 知事の諮問に応じ、基本的かつ総合的な

男女共同参画の推進に関する施策及び重要事

項を調査審議すること。 

（３） 県の男女共同参画の推進に関する施策の

実施状況及び第１１条第１項に規定する県民

からの苦情又は相談の申出に対する処理につ

いて、知事に意見を述べること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、男女共同参

画に関する重要事項について、知事に意見を述

べること。 

 

（組織及び委員） 

第１５条 参画会議は、知事が任命する委員２０人

以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数

の１０分の４未満とならないものとする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 

（委任） 

第１６条 この章に定めるもののほか、参画会議に

関し必要な事項は、知事が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成１９年３月２０日条例第４２号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。
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（４）掛川市男女共同参画条例  

平成 18 年３月 24 日掛川市条例第４号 

 

改正 平成 19 年３月 23 日掛川市条例第 10 号 

平成 22 年３月 31 日掛川市条例第１号 

平成 28 年３月 22 日掛川市条例第 15 号 

平成 29 年３月 22 日掛川市条例第 12 号 

平成 30 年３月 23 日掛川市条例第３号 

 
目次 

前文 

第１章 総則（第１条—第 10 条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本施策

（第 11 条—第 15 条） 

第３章 男女共同参画審議会（第 16 条—第 21

条） 

第４章 雑則（第 22 条） 

附則 

 

すべての人は、その性別にかかわりなく、法の下

に平等であり、家庭、職場、学校、地域その他のあ

らゆる場において、個人として互いの人権が尊重さ

れなければならない。 

しかし、今もなお多くの分野において、性別によ

る固定的な役割分担意識やそれに基づく制度及び慣

行が存在しており、社会活動における参画の機会や

行動に制約を与えている状況があることも事実であ

る。 

一方、進み続ける少子高齢化、国際化及び経済活

動の多様化等にみる社会情勢の大きな変化に向き合

う中、男女が共に参画する社会の実現は、今後私た

ちが取り組むべき 重要課題である。 

こうした現状を踏まえ、男女が互いの生き方を尊

重し、豊かで住みよい活力ある地域社会を築いてい

くためには、様々な社会活動における女性の参画を

より一層促進するとともに、市、市民及び事業者が

相互に協力しながら、誰もが対等な構成員として活

動できる社会を実現することが重要である。 

ここに掛川市は、男女が自らの意思によって、個

性と能力を発揮することができ、共に責任を分かち

合うとともに、あらゆる分野において、性別にかか

わりなく、誰もが活き活きと幸せを感じながら暮ら

すことができる都市となるため、この条例を制定す

る。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する

基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明

らかにするとともに、市の施策の基本となる事項

を定め、これを総合的かつ計画的に推進し、もっ

て男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画 男女が互いにその人権を尊

重しながら、責任を分かち合い、性別にかかわ

りなくその個性と能力を十分に発揮し、社会の

対等な構成員として、社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保されることを

いう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機

会を積極的に提供することをいう。 

(３) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動

により相手方を不快にさせ、若しくはその者の

生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手

方の対応によりその者に不利益を与えること

をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にの

っとり推進されなければならない。 

(１) 男女の個人としての人権が尊重され、かつ、

性別による差別的取扱いを受けることなく、個

人の能力を発揮する機会が確保されること。 

(２) 社会における制度及び慣行が性別による固

定的な役割分担意識等を反映して、男女共同参

画の推進を阻害する要因となるおそれがある

ことを考慮し、男女の自由な活動の選択を妨げ

ることのないよう配慮すること。 

(３) 男女が社会の対等な構成員として、市、事業

者その他の団体における政策又は方針の立案

及び決定について共に参画する機会が確保さ
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れること。 

(４) 男女が互いに協力し、子の養育、家族の介護

その他の家庭生活における活動と職場、学校、

地域その他の社会生活における活動との両立

ができること。 

(５) 男女共同参画社会の実現は、国際的視野の

下で取り組むべき課題であることを認識し、す

べての人がその推進について積極的に協力し

合うこと。 

(６) 性別に起因するあらゆる暴力が根絶され、

男女が個人として平等に尊重されること。 

 

（性別の尊重及び生涯にわたる健康への配慮） 

第４条 男女共同参画の推進に当たっては、男女が

互いの性別を尊重するとともに、妊娠、出産等に

関し、自らの決定が尊重されること及び生涯にわ

たる心身の健康に配慮されなければならない。 

 

（市の責務） 

第５条 市は、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施

策」という。）を総合的に策定し、計画的に実施す

るとともに、その他の施策についても、男女共同

参画の視点に立って実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施

に当たり、市民、事業者その他の団体との協働を

図るとともに、国、県及び他の地方公共団体と連

携及び協力を図り、男女共同参画の推進に努める

ものとする。 

３ 市長その他の執行機関は、附属機関の委員を選

任するに当たっては、法令等に定めがある場合そ

の他正当な理由がある場合を除き、当該機関にお

ける男性及び女性の委員の数を同数（当該機関の

委員の定数が奇数である場合にあっては、男性及

び女性の委員の数の差を１人）としなければなら

ない。 

 

（市民の責務） 

第６条 市民は、社会のあらゆる分野において、男

女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施す

る男女共同参画推進施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業活動において男女共同

参画を推進し、就労者の職業と家庭の両立を支援

するため、就労に関する条件及び環境を整備する

よう努めなければならない。 

２ 事業者は、就労者に対し、就労に関して男女共

同参画の推進に役立つ情報を提供するよう努めな

ければならない。 

 

（教育の場における男女共同参画の推進） 

第８条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の

教育の場において、男女共同参画を推進するよう

努めなければならない。 

 

（性別による権利侵害の禁止） 

第９条 何人も、あらゆる場において、セクシュア

ル・ハラスメント及び男女間における暴力行為並

びにそれらを助長するような行為を行ってはなら

ない。 

 

（公衆に表示する情報の表現への配慮） 

第 10 条 何人も、公衆に表示する情報において、

性別による差別、セクシュアル・ハラスメント及

び男女間の暴力を助長する表現その他男女共同参

画の推進を妨げる表現を用いないよう配慮しなけ

ればならない。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本施策 

 

（行動計画） 

第 11 条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的

かつ計画的に実施するため、男女共同参画推進の

ための行動計画（以下「行動計画」という。）を策

定する。 

２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、市

民及び事業者の意見を反映させるよう努めるとと

もに、第 16 条の掛川市男女共同参画審議会の意

見を聴かなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定したときは、これを公

表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、行動計画の変更について準用

する。 

 

（男女共同参画推進委員） 

第 12 条 市長は、男女共同参画推進施策の実施の

ため必要があるときは、掛川市男女共同参画推進

委員を置くことができる。 

 

（情報提供及び広報活動） 

第 13 条 市は、男女共同参画の推進について、市

民及び事業者の理解を深めるため、あらゆる機会

を通じて、必要な情報を提供し、及び広報活動を

行うよう努めるものとする。 
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（年次報告） 

第 14 条 市長は、毎年、男女共同参画推進施策の

実施状況について報告書を作成し、これを公表す

るものとする。 

 

（苦情又は相談の申出の処理） 

第 15 条 市長は、男女共同参画推進施策若しくは

男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる

施策又は性別による差別的取扱い等に関する苦情

又は相談の申出があったときは、関係機関と連携

を図り、適切な措置を講ずるものとする。 

 

第３章 男女共同参画審議会 

 

（設置） 

第 16 条 行動計画その他男女共同参画に関する重

要事項を調査審議するため、掛川市男女共同参画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第 17 条 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

(１) 行動計画に関し、第 11 条第２項に規定す

る意見を述べること。 

(２) 市長の諮問に応じ、基本的かつ総合的な男

女共同参画の推進に関する施策及び重要事項

を調査審議すること。 

(３) 男女共同参画推進施策の実施状況について、

市長に意見を述べること。 

 

（組織） 

第 18 条 審議会は、委員 10 人以内をもって組織

する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

(１) 市民 

(２) 学識経験を有する者 

(３) 関係団体が推薦する者 

３ 委員は、男女のいずれか一方の委員の数が委員

の総数の 10 分の４未満とならないように選任し

なければならない。 

４ 市長は、第２項第１号に掲げる委員の選任に当

たっては、公募の方法によるよう努めるものとす

る。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第 19 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、副会長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第 20 条 審議会は、会長が招集し、会長が議長と

なる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議

を開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の

出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第 21 条 審議会の庶務は、企画政策部において処

理する。 

 

第４章 雑則 

 

（委任） 

第 22 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 18 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 19 年３月 23 日掛川市条例第 10 号

抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成22年３月31日掛川市条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 28 年３月 22 日掛川市条例第 15 号） 

１ この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に在任する附属機関の委

員については、その任期が満了するまでの間は、

改正後の掛川市男女共同参画条例第５条第３項の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則（平成 29 年３月 22 日掛川市条例第 12 号

抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 29 年４月１日から施行する。 
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附 則（平成30年３月23日掛川市条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。 
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２ 第４次掛川市男女共同参画行動計画 策定経過 

 
 

開催年月日 会議等 内 容 

令 和 

２年度 
11月～12月 

男女共同参画に
関する意識調査 

・市民・事業所を対象としたアンケート調査 

令 和 

３年度 

４月30日～ 

５月17日 

男女共同参画推
進施策の実施状
況調査 

・進捗状況の点検及び評価 

６月18日 

第１回掛川市男
女共同参画審議
会・男女共同参
画推進委員会・
男女共同参画行
動計画庁内策定
委員会・作業部
会合同会議 

・令和２年度男女共同参画推進施策の実施状況につ
いて 

・男女共同参画に関する意識調査結果について 

・第４次掛川市男女共同参画行動計画策定について

 

・講話「男女共同参画社会の意義と計画策定のポイント」
講師 犬塚協太氏（静岡県立大学国際関係学部教授・
掛川市男女共同参画行動計画策定アドバイザー） 

７月７日～７
月15日 

第３次掛川市男
女共同参画行動
計画に掲げる施
策評価の実施調
査 

・第３次掛川市男女共同参画行動計画に掲げる施策
の進捗管理及び評価等 

８月11日 

第２回掛川市男
女共同参画行動
計画庁内策定委
員会 

・第３次掛川市男女共同参画行動計画 事業評価に
ついて 

・第４次掛川市男女共同参画行動計画 施策体系の
検討について 

８月20日 
第２回掛川市男
女共同参画審議
会 

・事業評価について 

・施策体系の検討について 

10月１日～
10月８日 

成果指標及び具
体的事業の設定
調査 

・成果指標及び具体的事業の設定 

10月11日 

第３回掛川市男
女共同参画行動
計画庁内策定委
員会 

・成果指標の検討について 

・具体的事業の検討について 

10月22日 
第３回掛川市男
女共同参画審議
会（諮問） 

・成果指標の検討について 

・具体的事業の検討について 

11月11日～ 

11月18日 

成果指標及び具
体的事業の見直
し調査 

行動計画素案の
修正調査 

・男女共同参画審議会等での意見を踏まえた成果指
標及び具体的事業の見直し 

・行動計画素案の修正 

11月22日 

第４回掛川市男
女共同参画行動
計画庁内策定委
員会 

・計画素案の検討について 
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開催年月日 会議等 内 容 

令 和 

３年度 

12月15日 
第４回掛川市男
女共同参画審議
会 

・体系図の見直しついて 

・計画素案について 

12月21日 部長会  

１月６日 庁議  

１月21日 
市議会全員協議
会 

 

１月21日～ 

２月21日 

パブリックコメ
ント 

 

３月７日 
第５回掛川市男
女共同参画審議
会（答申） 

・第４次掛川市男女共同参画行動計画（案）について 
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３ 令和３年度 掛川市男女共同参画審議会 委員名簿 

 
 

（敬称略） 
Ｎｏ 職 名 氏 名 勤務先及び団体 

１ 会長 犬塚 協太 静岡県立大学国際関係学部国際関係学科教授 

２ 副会長 袴田 充子 掛川市立東山口小学校長 

３ 委員 菊地 邦宏 掛川警察署長 

４ 委員 田宮 伸夫 区長会連合会 副会長 

５ 委員 守屋 輝年雄 南郷地区まちづくり協議会 会長 

６ 委員 渡辺 妙子 Ｓａｆｅｔｙ Ｆｉｒｓｔ静岡 

７ 委員 伊藤 陽子 トム通信工業株式会社 

８ 委員 山下 みさお 特定非営利活動法人 とうもんの会 

９ 委員 福田 智穂 掛川市健康づくり食生活推進協議会 

１０ 委員 永田  怜 浜松にじいろ安場 
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４ 令和３年度 掛川市男女共同参画推進委員会 委員名簿 

 
 

（敬称略） 
Ｎｏ 職 名 氏 名 

１ 会長 村田 敬子 

２ 副会長 堀内  穣 

３ 委員 佐々木 真千子 

４ 委員 落合 翔太郎 

５ 委員 市村 孔元 

６ 委員 鈴木 映子 

 
 
 
 

５ 掛川市男女共同参画行動計画策定アドバイザー 

 
 

（敬称略） 
氏 名 所属等 

犬塚 協太 静岡県立大学国際関係学部国際関係学科教授 

 
  



 
95 

 

６ 掛川市男女共同参画行動計画策定委員会 委員名簿 

 
 

（敬称略） 
Ｎｏ 区 分 所 属 氏 名 

１ 委員長 理事兼企画政策部長 山本 博史 

２ 副委員長 企画政策課長 二村 浩幸 

３ 委員 理事兼総務部長 大石 良治 

４ 委員 行政課長 熊切 紀和 

５ 委員 協働環境部長 都築 良樹 

６ 委員 生涯学習協働推進課長 赤堀 純久 

７ 委員 健康福祉部長 大竹 紗代子 

８ 委員 福祉課長 沢崎 知加子 

９ 委員 健康福祉部参与兼健康医療課長 道田 佳浩 

１０ 委員 長寿推進課長 山田 光宏 

１１ 委員 こども希望部長 原田 陽一 

１２ 委員 こども政策課長 大石 哲也 

１３ 委員 こども希望課長 高柳 由美 

１４ 委員 産業経済部長 高柳 和正 

１５ 委員 産業労働政策課長 溝口 尚美 

１６ 委員 農林課長 高塚 茂樹 

１７ 委員 危機管理監 戸塚 美樹 

１８ 委員 危機管理課長 水野 正幸 

１９ 委員 教育部長 山梨  実 

２０ 委員 教育政策課長 尾崎 和宏 

２１ 委員 学校教育課長 山田 英子 

２２ 委員 図書館長 後藤 晶子 
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７ 掛川市男女共同参画行動計画策定委員会 作業部会名簿 

 
 

（敬称略） 
Ｎｏ 所 属 氏 名 

１ 行政課人事室人材育成係長 岩倉 直樹 

２ 企画政策課地域創生戦略室経営戦略係長 湯澤 智美 

３ 生涯学習協働推進課協働推進係長 片山 能志晴 

４ 生涯学習協働推進課自治活動支援係長 赤堀 和之 

５ 福祉課社会福祉係長 柴田 敦司 

６ 健康医療課母子保健係長 中山 亜里 

７ 健康医療課主幹兼成人保健係長 原田 知子 

８ 長寿推進課主幹兼高齢者政策係長 湯川 洋行 

９ こども政策課主幹兼こども政策係長 榛葉 博光 

１０ 
こども希望課こども家庭総合支援室長 

兼こども家庭相談係長 
平川  歩 

１１ 産業労働政策課創業・労政係長 市川 義光 

１２ 農林課農政係長 曽田 彰彦 

１３ 危機管理課防災対策係長 杉山  浩 

１４ 教育政策課社会教育室長兼社会教育係長 大石 博之 

１５ 学校教育課主席指導主事兼指導係長 横井 和好 

１６ 図書館主幹兼管理係長 名倉 宏昭 
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８ 事務局名簿 

 
 

（敬称略） 
Ｎｏ 職 名 氏 名 所 属 

１ 事務局 山本 博史 理事兼企画政策部長 

２ 事務局 二村 浩幸 企画政策課長 

３ 事務局 鈴木 千里 
企画政策課 地域創生戦略室長 
兼多文化共生・男女協働係長 

４ 事務局 佐藤 雄三 
企画政策課 地域創生戦略室 

多文化共生・男女協働係 

５ 事務局 青野 沙穂里 
企画政策課 地域創生戦略室 

多文化共生・男女協働係 
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９ 男女共同参画に関する年表 

 

 世界の動き 国の動き 静岡県の動き 掛川市の動き 

１９７５年 

（昭和５０年） 

・国際婦人年（目標：平

等・発展・平和） 

・第１回世界女性会議

開催（メキシコシテ

ィ） 

・「世界行動計画」、「メ

キシコ宣言」採択 

・「国際婦人年にあたり夫人

の社会的地位向上をはか

る決議」採択 

・総理府に婦人問題企画推

進本部を設置、総理府婦人

問題担当室業務開始 

・婦人問題企画推進本部会

議開催 

  

１９７６年 

（昭和５１年） 

・「国連婦人の十年」開始

（1976年～1985年） 

・戸籍法改正（離婚復氏制

度） 

  

１９７７年 

（昭和５２年） 

 ・「国内行動計画」策定 ・労働福祉課に婦人窓

口を設置 

 

１９７９年 

（昭和５４年） 

・(第 34 回国連総会）

「 女 子 差 別 撤 廃 条

約」採択 

   

１９８０年 

（昭和５５年） 

・第２回世界女性会議

開催（コペンハーゲ

ン） 

・「国連婦人の十年後半

期行動プログラム」

採択 

・民法改正（配偶者の相続

分） 

・国際婦人の 10 年中間年

全国会議 

・生活環境部に婦人対

策室を設置 

・婦人行政推進庁内連

絡会議及び婦人行

政推進市町村連絡

会議を設置 

 

１９８１年 

（昭和５６年） 

・「ＩＬＯ第 156 号条

約 （ 家 族 的 責 任 条

約）」採択 

・「国内行動計画後期重点目

標」策定 

  

１９８３年 

（昭和５８年） 

  ・生活環境部に婦人青

少年課を設置 

 

１９８４年 

（昭和５９年） 

・｢国連婦人の十年ＥＳ

ＣＡＰ地域政府間準

備会議｣開催 

・「国際法」「戸籍法」改正

（父母両血統主義の採用、

配偶者の帰化条件の男女

同一化） 

・「パートタイム労働対策要

綱」制定 

  

１９８５年 

（昭和６０年） 

・第３回世界女性会議

開催（ナイロビ） 

…国際婦人の 10 年

の成果を検討し、評

価するための世界会

議 

・(西暦 2000 年に向

けての）「婦人の地位

向上のためのナイロ

ビ将来戦略」採択 

・国民年金法の改正（専業主

婦の基礎年金保障） 

・「男女雇用機会均等法」公

布 

・「女子差別撤廃条約」批准

  

１９８６年 

（昭和６１年） 

 ・「男女雇用機会均等法」施

行 

・婦人問題企画推進有識者

会議開催 

・「婦人のための静岡

県計画」策定 

・婦人問題推進会議を

設置 

 



 
99 

 世界の動き 国の動き 静岡県の動き 掛川市の動き 

１９８７年 

（昭和６２年） 

 ・「西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画」策定

・生活環境部に婦人

課、労働部に就業婦

人室を設置 

 

１９８８年 

（昭和６３年） 

 ・女子差別撤廃条約実施状況

第１回報告提出 

・「労働基準法」改正（週 40

時間制） 

 ・大須賀町女性団体連

絡協議会が発足 

１９８９年 

（平成元年） 

・「児童の権利に関する

条約」採択 

   

１９９０年 

（平成２年） 

・国連婦人の地位委員

会拡大会議 

・国連経済社会理事会

「婦人の地位向上の

ためのナイロビ将来

戦略に関する第１回

見直しと評価に伴う

勧告及び結論」採択 

   

１９９１年 

（平成３年） 

 ・「西暦 2000 年に向けて

の新国内行動計画」改訂

（第１次改訂） 

・「婦人のための静岡

県計画（修正計画）」

策定 

 

１９９２年 

（平成４年） 

 ・「育児休業法」公布 

・「介護休業制度等に関する

ガイドライン」策定 

・婦人問題担当大臣を設置

  

１９９３年 

（平成５年） 

・「国連世界人権会議ウ

ィーン宣言」採択 

・「女性に対する暴力の

撤廃に関する宣言」

採択 

・「短時間労働者の雇用管理

の改善に関する法律」（パ

ートタイム労働法）公布・

施行 

・「男女共同参画社会づくり

に関する推進体制の整備

について」決定 

・静岡県女性総合セン

ター“あざれあ”が

開館 

・掛川市女性行動計

画（仮称）策定準備

会を設置 

１９９４年 

（平成６年） 

・ＩＬＯ総会（パートタ

イム労働に関する条

約）採択 

・｢開発と女性｣に関す

る第２回アジア・太

平洋大臣会議 

・「アジア・太平洋にお

ける女性の地位向上

のためのジャカルタ

宣言」採択 

・国際人口・開発会議で

「行動計画」を採択

（カイロ） 

・総理府に男女共同参画室、

男女共同参画審議会設置

（政令） 

・内閣に男女共同参画推進

本部設置 

・女子差別撤廃条約実施状

況第２回・３回報告提出

・「児童の権利に関する条

約」批准 

・婦人問題推進会議を

女性問題推進会議

に、婦人課を女性政

策課に、就業婦人室

を就業女性室に改

組 

・「掛川女性キラリに

っこりプラン」策

定 

１９９５年 

（平成７年） 

・第４回世界女性会議

－平等、開発、平和の

ための行動－（ＮＧ

Ｏフォーラム）を開

催(北京) 

・｢北京宣言及び行動綱

領｣採択 

・「育児休業法」改正（介護

休業制度の法制化）、公布

・「ＩＬＯ156 号条約（家族

的責任条約）」批准 
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 世界の動き 国の動き 静岡県の動き 掛川市の動き 

１９９６年 

（平成８年） 

 ・「母体保護法」公布・施行

・男女共同参画審議会から

「 男 女共 同参 画 ビジ ョ

ン」答申 

・「男女共同参画 2000 年

プラン」策定 

・「男女が共に創るし

ずおかプラン」策定 

・教育委員長に女性

が就任（大東町）

１９９７年 

（平成９年） 

 ・男女共同参画審議会設置

（法律） 

・「労働基準法」改定（女子

保護規定撤廃） 

・「男女雇用機会均等法」改

正（女子差別禁止、セクハ

ラ防止義務） 

・「育児・介護休業法」改正

（深夜業制限） 

・「介護保険法」公布 

・「男女が共に創るし

ずおかプラン推進

計画アクションプ

ログラム」策定 

・「女性のつどい」を

開催（大東町） 

・企画課に女性政策

係を設置（大須賀

町） 

１９９８年 

（平成１０年） 

 ・男女共同参画審議会「男女

共同参画社会基本法－男

女共同参画社会を形成す

るための基礎的条件づく

り－」答申 

 ・大須賀町男女共同

社会づくり推進員

会（庁内）、大須賀

町男女共同参画社

会づくり行動計画

（仮称）策定委員

会を設置 

１９９９年 

（平成１１年） 

・ＥＳＣＡＰハイレベ

ル政府間会議開催 

・「男女共同参画社会基本

法」公布、施行 

・「食料・農業・農村基本法」

公布、施行 

・「ふじのくに・男女

共同参画の日」制

定 

・「男女共同参画都市

宣言」（大須賀町）

・「未来おおすか～人

と 人 と を つ な ぐ

ハートフルプラン

～」策定 

２０００年 

（平成１２年） 

・国連特別総会 

「女性 2000 年会

議」を開催、「政治宣

言」「成果文書」採択 

（ニューヨーク） 

・男女共同参画審議会「女性

に対する暴力に関する基

本的方策について」答申

・「国の審議会等における女

性委員の登用について」

決定 

・男女共同参画審議会「男女

共同参画基本計画策定に

当たっての基本的な考え

方－21 世紀の 重要課

題－」答申 

・「男女共同参画基本計画」

閣議決定 

・「ストーカー行為等の規制

等に関する法律」公布・施

行 

 ・女性政策推進委員

会が発足（大東町）

・地区女性の会が発

足（大東町） 
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 世界の動き 国の動き 静岡県の動き 掛川市の動き 

２００１年 

（平成１３年） 

 ・内閣府に男女共同参画局

設置 

・男女共同参画会議設置 

・｢配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法

律」公布・施行 

・「女性国家公務員の採用・

登用等の促進について」

決定 

・「仕事と子育ての両立支援

策の方針について」閣議

決定 

・「育児休業法」改正（対象

となる子の年齢の引き上

げ等） 

・「静岡県男女共同参

画推進条例」施行 

・静岡県男女共同参画

会議を設置 

 

２００２年 

（平成１４年） 

 ・アフガニスタンの女性支

援に関する懇談会設置 

・配偶者暴力相談支援

センターを設置 

・大東町男女共同参画

推進委員会が発足 

２００３年 

（平成１５年） 

 ・女子差別撤廃条約実施状

況第４回・５回報告提出

・「次世代育成支援対策推進

法」公布、施行 

・「少子化社会対策基本法」

公布、施行 

・「女性のチャレンジ支援策

の推進について」男女共

同参画推進本部決定 

・「性同一性障害者の性別の

取扱いの特例に関する法

律」公布 

・「静岡県男女共同参

画基本計画～ハー

モニックしずおか 

2010」策定 

・静岡県女性総合セン

ターを静岡県男女

共同参画センター

に改称 

・「キラリ大東－輝く

男女（ひと）づくり

プラン－」策定 

２００４年 

（平成１６年） 

 ・「女性国家公務員の採用・

登用の拡大等について」

男女共同参画推進本部決

定 

・「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関す

る法律」の改正及び同法

に基づく基本方針の策定

・「育児・介護休業法」改正

  

２００５年 

（平成１７年） 

・第 49 回国連婦人の

地位委員会／（北京

＋10）世界閣僚級会

合（ニューヨーク） 

・男女共同参画会議「男女共同

参画社会の形成の促進に関

する施策の基本的な方向に

ついて」答申 

・男女共同参画会議「男女共同

参画基本計画の変更につい

て」答申 

・「第２次男女共同参画基本

計画」閣議決定 

・「女性の再チャレンジ支援

プラン」策定 

 ・掛川市、大東町、大

須賀町が合併し新

「掛川市」が誕生。

・企画調整課に男女

共同参画係を設置
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 世界の動き 国の動き 静岡県の動き 掛川市の動き 

２００６年 

（平成１８年） 

 ・「男女雇用機会均等法」改

正（間接差別禁止、男性へ

のセクハラ禁止） 

・「女性の再チャレンジ支援

プラン」改訂 

・「国の審議会等における女

性委員の登用について」

男女共同参画推進本部決

定 

・東アジア男女共同参画担

当大臣会合開催 

 ・「掛川市男女共同参

画条例」施行 

・「掛川市男女共同参

画行動計画」策定

２００７年 

（平成１９年） 

 ・「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法

律」改正 

・短時間労働者の雇用管理

の改善に関する法律」（パ

ートタイム労働法）改正

・｢子どもと家族を応援する

日本」重点戦略とりまと

め 

・「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲章」

及び「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」

策定 

・「静岡県男女共同参

画基本計画 ハー

モニックしずおか

2010 後期実践

プラン」策定 

 

２００８年 

（平成２０年） 

・国連総会に「性的指

向・性自認に関する

声明」を提出 

・「次世代育成支援対策推進

法」改正 

・女子差別撤廃条約実施状

況第６回報告提出 

・「女性の参画加速プログラ

ム」男女共同参画推進本

部決定 

・島田市による県内

初の男女共同参画

都市宣言 

 

２００９年 

（平成２１年） 

 ・育児・介護休業法改正 

・男女共同参画会議「新たな

経済社会の潮流の中で生

活困難を抱える男女につ

いて」公表 

 

・富士市男女共同参画

都市宣言 

 

２０１０年 

（平成２２年） 

・第５４回国連婦人の

地位委員会／｢北京

＋15｣記念会合 

・｢第３次男女共同参画基本

計画｣閣議決定 

・「しずおか次世代育

成 プ ラ ン 後 期 計

画」策定 

・「男女共同参画室」

を「男女共同参画

課」に改編 

 

２０１１年 

（平成２３年） 

・ジェンダー平等と女

性のエンパワーメン

トのための国連機関

（略称：ＵＮ Ｗｏｍ

ｅｎ）正式発足 

・第４回東アジア男女

共同参画担当大臣会

合 

 ・「第２次静岡県男女

共 同 参 画 基 本 計

画」策定 

・「第２次掛川市男女

共 同 参 画 行 動 計

画」策定 
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 世界の動き 国の動き 静岡県の動き 掛川市の動き 

２０１２年 

（平成２４年） 

・第 56 回国連婦人の

地位委員会「自然災

害におけるジェンダ

ー平等と女性のエン

パワーメント」決議

案採択 

・「障害者虐待の防止、障害

者の擁護者に対する支援

等に関する法律」施行 

・「女性の活躍促進による経

済活性化」行動計画策定

・ふじのくに男女共

同参画防災ネット

ワーク会議設置 

・男女共同参画ポー

タルサイト「あざ

れあナビ」運用開

始 

 

２０１３年 

（平成２５年） 

 ・若者・女性活躍推進フォー

ラムの提言 

・｢配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関す

る法律｣の改正及び同法に

基づく基本方針の策定 

・「男女共同参画の視

点からの防災手引

書（本冊）・ダイジ

ェスト版」発行 

 

２０１４年 

（平成２６年） 

 ・「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関す

る法律」の改正 

・「第２次静岡県男女

共同参画基本計画

第２期実践計画」

策定 

 

２０１５年 

（平成２７年） 

・第 59 回国連婦人の

地位委員会／「北京

＋20」記念会合 

・｢女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律｣

施行(一般・事業主行動計

画の策定及び公表等) 

・｢第４次男女共同参画基本

計画｣閣議決定 

・「ふじのくに輝く女

性人財データバン

ク」の構築 

・「しずおか女性活躍

先 進 企 業 サ ミ ッ

ト」の開催 

・「ふじのくに女性活

躍応援会議」の発

足 

 

２０１６年 

（平成２８年） 

 ・育児・介護休業法等改正

（介護休暇・子の看護休

暇の取得単位の柔軟化、

育児休業等の対象となる

子の範囲の拡大、妊娠・出

産等に関するハラスメン

ト防止措置義務等） 

・女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）施行

・女子差別撤廃条約実施状

況報告審議（第７回・第８

回） 

・「ふじのくに女性活

躍応援会議ホーム

ページ」の構築 

・「静岡県の女性の職

業生活における活

躍の推進に関する

計画」の策定 

・「掛川市男女共同参

画条例」改正 

・「第３次掛川市男女

共 同 参 画 行 動 計

画」策定 

２０１７年 

（平成２９年） 

 ・「育児・介護休業法」改正 ・「第２次静岡県男

女共同参画基本計

画・第３期実践計

画」の策定 

 

２０１８年 

（平成３０年） 

 ・政治分野における男女共

同参画の推進に関する法

律の公布・施行 

  

２０１９年 

（令和元年） 

 ・「配偶者からの暴力防止及

び被害者の保護に関する

法律」一部改正 

・女性活躍推進法の一部改

正 

・「育児・介護休業法」及び

「男女雇用機会均等法」

改正 
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 世界の動き 国の動き 静岡県の動き 掛川市の動き 

２０２０年 

（令和２年） 

・新型コロナウイルス

感染症の感染拡大 

・性暴力対策強化方針 

・｢第５次男女共同参画基本

計画｣閣議決定 

・男女共同参画課にお

いて「性の多様性へ

の県民理解の促進」

に関することを新

たに所管 

・「第３次静岡県男女

共同参画基本計画」

の策定 

・「公的書類における

性別記載の基本方

針」の策定 

２０２１年 

（令和３年） 

   ・「第４次掛川市男女

共同参画行動計画」

策定 
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10 用語解説一覧 

【あ行】 

アンコンシャス・バイアス 

自分自身は気付いていない「ものの見方やとらえ方のゆがみや偏り」をいい、誰もが持って

いるものです。その人の過去の経験や知識、価値観、信念をベースに自分なりに解釈して、何

気ない発言や行動として現れます。自分自身では意識しづらく、ゆがみや偏りがあるとは認識

していないため、「無意識の思い込み」と呼ばれます。バイアスの対象は性別、人種、年齢など

さまざまであり、例えば「女性は料理が得意」「受付業務は女性」などのアンコンシャス・バイ

アスのほか、職場においても「雑用は若手の仕事と決まっている」「定時で帰る社員はやる気が

ない」など無意識の「思い込み」「決めつけ」「押しつけ」により、周囲に悪影響を与える恐れ

があります。自分の持つアンコンシャス・バイアスに気付き、それが周囲にどのような影響を

与えているかを自覚することが重要とされます。 

 
育児休業・介護休業制度 

育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援する

ことによって、その福祉を増進するとともに、我が国の経済及び社会の発展に資することを目

的に制定された「育児・介護休業法」に定める制度です。 

 

ＡＬＴ（Assistant Language Teacher） 

外国語教育で、会話の指導などにあたる外国人補助教員のことをいいます。 

 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ） 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。「誰一人取り残さない」

を理念とし、健康・福祉、働きがい・経済成長、気候変動対策などの17のゴールと169のタ

ーゲットが掲げられており、今後、社会・経済・環境上のさまざまな課題に世界各国の市民・

企業・行政が協働して取り組んでいくための、もっとも重要なキーワードであり、新たなもの

さしとなるもの。 

 

ＬＧＢＴＱ 

「ＬＧＢＴＱ」は、レズビアン（同性を好きになる女性）、ゲイ（男性を好きになる男性）、

バイセクシュアル（同性も異性も好きになる人）、トランスジェンダー（こころと身体の性が一

致しない人等）、クエスチョニング（性自認と性的指向が決まっていない人）の頭文字を取っ

た、性的マイノリティの総称の一つ。 

 

えるぼし 

女性活躍推進法に基づく認定制度。一定の認定基準を満たし、女性の活躍を推進している状

況が優良だと認定された企業が取得できます。えるぼし認定を取得した企業は「女性がライフ

イベントの変化を迎えても働きやすい」「男女関係なく活躍できる」という認知度が高まり、女

性の注目を集めています。 
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Ｍ字カーブ 

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後半と

40歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいいます。これは、結婚や

出産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入する

という特徴があるためです。なお、国際的にみますと、アメリカやスウェーデン等の欧米先進

諸国では、子育て期における就業率の低下はみられません。 

 

エンパワーメント 

「力をつけること」と直訳されます。政治・経済・社会・家庭などあらゆる分野で、自分で

意思決定し、行動できる実力をつけようとする概念です。 

 

【か行】 

くるみん 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度。次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事

業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業

は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん

認定）を受けることができます。 

 

固定的性別役割分担意識（固定的な性別役割分担意識） 

「男は仕事、女は家庭」というような、性の違いによって役割を固定してしまう考え方や意

識。また、「男らしさ、女らしさ」を求めることも、この固定的性別役割分担意識に基づく男女

それぞれの役割への期待が反映されているといわれています。 

 

【さ行】 

ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別） 

生まれついての生物学的性別（セックス／sex）ではなく、社会通念や慣習の中にある、社

会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」のような男性、女性の別をジェンダー（社会

的・文化的に形成された性別）と呼びます。それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、

国際的にも使われています。 

 

就業率 

15歳以上の人口に占める完全失業者を含まない就業者の割合。 

 
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約） 

男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として女子に対するあらゆる差別を撤廃す

ることを基本理念としています。具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締結国に対し、

政治的及び公的活動並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置を

とることを求めています。昭和54年（1979年）の第34回国連総会において採択され、昭和

56年（1981年）に発効。日本は昭和60年（1985年）に批准。 

 
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 

女性に対する暴力の問題に対する社会における認識を深めるため、内閣府が制定したシンボ

ルマーク。女性が腕をクロスさせた姿を描いており、女性の表情、握りしめたこぶし、クロス

させた腕により、女性に対する暴力を断固として拒絶する強い意志を表しています。 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮され

るよう、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることが目的。

基本原則を定め、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び

事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等を定めて

います。10年間の時限立法。※平成27年９月４日公布・同日施行（一部平成28年４月１日施

行） 

 
性自認 

性自認とは、自分の性をどのように認識しているのか、自分の感覚として持っているかを示

す概念。「こころの性」と呼ばれることもあります。 

 

性的指向 

恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すもの。具体的には、恋愛・性愛の対象が異

性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛などを指します。 

 

性的マイノリティ 

「性的少数者」のことです。 

 

性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ） 

平成６年（1994年）にカイロで開催された国際人口／開発会議において提唱された概念。

性と生殖に関する健康（リプロダクティブ・ヘルス）とは、「人間の生殖システム、その機能と

活動過程のすべての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神

的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされています。また、性と生殖に関する

権利（リプロダクティブ・ライツ）は、すべてのカップルと個人が自分達の子どもの数、出産

間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための情報と手段を得ることが

できるという基本的権利です。 

 

セクシュアルハラスメント（セクハラ） 

性的な嫌がらせのことをいいます。人権侵害の一つとして、職場に限らず学校や地域社会等

において問題になっています。職務上の地位を利用した性的な言動や要求が行われるものや、

その性的な言動によって職場環境などが不快なものとなり、働く上で支障が生じるものなどが

あります。 

 
【た行】 

ダイバーシティ 

「多様性」のことです。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共

存できる社会のことをダイバーシティ社会といいます。 

 
男女共同参画社会 

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」をいいます。 
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男女共同参画週間 

男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため、平成13年

度から設けられた週間で６月23日から６月29日までの１週間をいいます。 

 

地域包括支援センター 

高齢者の方々が住み慣れた地域で生活が維持できるよう、保健師・主任ケアマネジャー・社

会福祉士などの専門職員が、さまざまな面から総合的に支援したり、高齢者の権利擁護や虐待

防止などの総合相談等を行います。 

 

デートＤＶ 

恋人や交際相手などの親密な関係にある者（配偶者等を除く）の一方から他方に対してふる

われる身体的、精神的、性的などの暴力のこと。借りたお金を返さないなどの経済的暴力や、

家族や友人との付き合いを制限するなどの社会的暴力もデートＤＶでおこる暴力に含まれま

す。 

 

テレワーク 

テレワークとは、「テレ＝離れたところで・ワーク＝仕事をする」という意味の言葉で、自宅

などオフィスから離れた場所で、パソコン等を使って仕事をすることをいいます。 

 
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

Domestic Violenceの略称。一般的に夫や恋人など親密な関係にある男女間の肉体的・精神

的・経済的・性的暴力のことをいいます。 

 

【は行】 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法） 

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。※平成13年４月13日公布・10月13

日施行（一部は平成14年４月１日施行） 

 

パートナーシップ宣誓制度 

性の多様性に起因する社会生活上の支障を軽減し、性の多様性が尊重される社会を構築する

ため、性的少数者のカップルの二人が、その関係性を首長に対して宣誓した事実を証明するこ

とで、多様性が尊重され、誰もが自分らしく生きることができる社会を目指すことを目的とし

て各自治体が導入している制度。 

 
パープルリボン 

女性に対する暴力根絶運動の国際的なシンボル。一人でも多くの人が暴力や虐待に対し関心

を持つことや、現在暴力を受けている人が勇気を持てるように、という願いが込められていま

す。 

 

パブリックコメント 

行政の政策立案過程で国民の意見を募る制度（意見公募手続き）。平成17年６月の行政手続

法の改正で新設されました。行政機関がホームページなどを通じて素案を公表し、国民が、電

子メール、郵便などの方法で意見を提出します。  
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パワーハラスメント 

職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの３つの

要素を全て満たすものをいいます。 

 
ファミリー・サポート・センター 

就労などの社会参加と子育てとの両立を図るとともに、子どもが健やかに育つ環境づくりを

支援するため、育児の援助をしてほしい方（依頼会員）と育児の援助をする方（提供会員）が

会員となり、会員同士が育児の一時的・短期的な相互活動を行う制度です。 

 

北京宣言及び行動綱領 

平成７年（1995年）の第４回世界女性会議において採択されました。男女平等、開発、平

和を目標に掲げ、女性の地位向上とエンパワーメントを達成するために優先的に取り組むべき

12の課題を明記しました。 
 

ポジティブ・アクション 

雇用や教育の場で、男女のいずれかが一方に対して、一定の登用枠を設けるなど、性別格差

解消のための積極的改善措置政策のことをいいます。 

 

母性健康管理指導事項連絡カード 

医師等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊婦が事業主へ明確に伝えるためのカードで

す。このカードを提出することにより、その記入内容に従い、時差通勤や休憩時間の延長等の

措置が講じられます。 

 
【や行】 

（性別による固定的な）役割分担意識 

「男は仕事、女は家事・育児」などの男女観に代表されるように、性別によって役割や能力、

活動する分野を決め、それを分担するのが当然、あるいは自然だとする固定概念をいい、その

時代や地域の慣習・慣行、法制度などの社会構造とも密接に結びついています。 

 

要保護児童対策地域協議会  

児童福祉法第25条により、要保護児童等の早期発見及びその保護を目的として、関係機関が

連携し、情報を共有しながら要保護児童等への適切な対応を図るために設置する機関。協議会

とその下に実務者会議を置き、警察、児童相談所、医師会、民生委員・児童委員、関係主管課

等で構成されます。 
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【ら行】 

ライフステージ 

出生・就学・就職・結婚・出産・子育て・退職などの年齢に伴って変化する生活段階のこと。 

 

【わ行】 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

働く人が仕事上の責任を果たそうとする時、仕事以外の生活でやりたいことや、やらなけれ

ばいけないことに取り組めなくなるのではなく、両者を実現できる状態のこと。この「生活」

の中には、子育てや家庭生活だけでなく、地域活動や趣味・学習等の幅広い活動が含まれます。 
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